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告 示 

鳥取県告示第265号 

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定に基づき、次のとおり家畜伝染病が発生した旨

の届出があったので、同条第４項の規定により告示する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

家畜伝染病の種類 家畜の種類 区分 頭数 発生場所 発生年月日 

ヨーネ病 牛 患畜 ２ 東伯郡琴浦町 令和４年４月20日 

                                                    

鳥取県告示第266号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

日本調剤株式会社 日本調剤鳥大前薬

局 

米子市西町79 令和４年４月

18日 

令和４年１月

31日 

居宅療養管理指導 

                                                    

鳥取県告示第267号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

事業者の名称又は

氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

日本調剤株式会社 日本調剤鳥大前薬

局 

米子市西町79 令和４年４月

18日 

令和４年１月

31日 

介護予防居宅療養

管理指導 

                                                    

鳥取県告示第268号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サービス

の種類 
指定年月日 

社会福祉法人 

養和会 

米子市上後藤八

丁目９－23 

障害福祉サービス事

業所あんず・あぷりこ 

米子市上後藤八丁目

９－23 

自立訓練（生活訓

練） 

令和４年４

月22日 

                                                    

鳥取県告示第269号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第48条第９項において準用する同法第10条第

１項の規定に基づき、大山山麓地区土地改良区連合が行う土地改良事業に係る土地改良事業計画の変更を令和４
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年４月12日認可したので、同法第84条において準用する同法第48条第11項の規定により告示する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県西部総合事務所長 吉 村 文 宏 

                                                    

警 察 本 部 告 示 

鳥取県警察本部告示第１号 

平成18年鳥取県警察本部告示第１号（口頭による開示請求を行うことができる個人情報について）の一部を次

のように改正し、令和４年５月６日から施行する。 

  令和４年５月６日 

鳥取県警察本部長 服  部     準 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
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猟銃等講習

会講習処理

事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

猟銃及び空
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る得点 
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